
 

 

三重県米国関税対策本部設置要綱 

（設置） 

第１条 米国の自動車に対する追加関税や、広範囲の品目に対する追加関税を課す相互関税

（以下「米国関税」という。）の措置に対して、県内における産業や雇用を守り抜くための

対策を速やかに実行に移すため、知事をトップとした関係部局長等で構成する対策本部（以

下「対策本部」という。）を設置し、部局を越えた情報共有や対策の推進を図る。 

 

（所掌事務） 

第２条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 米国関税に対する県内産業支援の推進に関すること  

(2) 米国関税に係る情報の共有に関すること 

(3) その他必要と認められる事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 対策本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもって組織する。  

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

３ 本部長代理は、副知事、危機管理統括監の職にある者をもって充てる。 

４ 副本部長は、雇用経済部長の職にある者をもって充てる。 

５ 本部員は、別表１に掲げる者をもって充てる。 

６ 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることがで 

きる。 

 

（会議）  

第４条 対策本部の会議は、議長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。  

２ 対策本部には、必要に応じて部会を置くことができる。 

 

 

（庶務） 

第５条 対策本部の庶務は、雇用経済部雇用経済総務課において処理する。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮っ

て定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表１ 

 

 

 

 

本部長 知事  

本部長代理  副知事、危機管理統括監 

副本部長 雇用経済部長 

委員 

総務部長 

政策企画部長 

地域連携・交通部長 

環境生活部長 

農林水産部長 

観光部長 

県土整備部長 


